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☆裁判例にみる商標の普通名称化（上） …… ⑴

はじめに
商標法（以下「法」という。）３条１項１号によれ
ば、普通名称について商標登録することはできない。
しかし、法26条１項２号・３号において、商標権の
効力の及ばない商標の中に、普通名称が含まれてい
る。後述のとおり、法26条１項は、過誤登録された
登録商標について商標権の効力が及ばないことを定
める趣旨ではないと解されているので、同項２号・

３号が存在することは、商標登録された後に普通名
称化する登録商標が存在することを示唆する。筆者
の依頼者からも、商標登録した商標が第三者に使用
されることについて、普通名称化を避けるための方
法を質問されることがある。
本稿では、登録商標の普通名称化について判断さ
れた裁判例及びこれらの裁判例にみられる二通りの
異なるアプローチを紹介し、最後に普通名称化を防
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